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はじめに 

 

我が国において、がんは、昭和 56（1981）年より死因の第 1 位であり、平成

27（2015）年には約 37 万人ががんにより亡くなっており、生涯のうちに、約２

人に１人ががんに罹患すると推計されている。こうしたことから、依然として、

がんは、国民の生命と健康にとって重大な問題である。小児及び思春期・若年成

人（以下ＡＹＡ (Adolescent and Young Adult)という。）世代にとっても、がん

は、病死の主な原因の１つであるが、多種多様ながん種を多く含むことや、成長

発達の過程においても特徴あるライフステージで発症することから、これらの世

代のがんは、成人のがんとは異なる対策が求められる。 

 

年間に 2000 人から 2500 人が発症する小児がんについては、小児がん患者とそ

の家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指して、

十分な経験と支援体制を有する医療機関として、平成 25（2013）年２月に、全

国に 15 か所の小児がん拠点病院を、平成 26（2014）年２月に２か所の中央機関

を整備し、診療の一定程度の集約化と小児がん拠点病院を中心としたネットワー

クによる診療体制の構築を進めてきた。 

 

平成 30（2018）年３月には、第３期の「がん対策推進基本計画」が閣議決定

され、全体目標として「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目

指す」ことが掲げられ、「がん予防」、「がん医療の充実」、「がんとの共生」の三

本の柱が設定された。小児及びＡＹＡ世代のがん対策についても、「がん医療の

充実」のひとつとして位置づけられ、本基本計画に基づき、取組をすすめている

ところである。 

 

 これまでの小児がん拠点病院の取組については、一定の成果が得られている一

方で、がん種に応じた診療体制の整備や、小児がん拠点病院と地域ブロックにお

ける他の医療機関とのネットワークの整備等にかかる課題が指摘されている。ま

た、ＡＹＡ世代に発症するがんについては、個々のがん患者の状況に応じて対応

できるよう、情報提供、支援体制及び診療体制の整備等の必要性が指摘されてい

る。 

 

こうした課題に対し、小児がん拠点病院のあり方や、がん診療連携拠点病院

等との連携を含めた医療や支援のあり方等について検討するため、平成 29 年 12

月に「小児・ＡＹＡ世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会」を設置し、

小児・ＡＹＡ世代のがん医療・支援の提供体制のあり方について検討し、小児

がん拠点病院等の整備指針の見直しについて議論を重ね、検討会としての議論

の内容を、報告書として次のとおり取りまとめた。 
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なお、本報告書において「ＡＹＡ世代」とは、16～39 歳のがん患者を想定し

ているが、患者に対する医療・支援を提供する場面においては、機械的に年齢で

区分されるべきものではなく、患者のニーズを踏まえて、必要な医療・支援が適

切に提供されるべきものであることに留意する必要がある。
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Ⅰ. 小児がん拠点病院の指定について 

現行の整備指針（「小児がん拠点病院等の整備について」（平成 24 年９月７日

付け健発 0907 第２号厚生労働省健康局長通知）のことをいう。以下同じ。）のⅠ

のうち、小児がん拠点病院の役割について、以下の議論を踏まえ、見直すべきで

ある。 

 

 （ⅰ）小児がん連携病院（仮称）の指定について 

・  小児がん拠点病院における 15 歳未満の小児がん患者のカバー率は、約４

割程度と推測され、均てん化が可能ながん種や、必ずしも高度な専門性を必

要としない病態については、小児がん拠点病院以外でも診療が可能な体制が

必要との意見があった。 

・  一方、小児脳腫瘍等の高度な専門性が必要ながん種や粒子線治療などの限

られた施設のみに設置された機器等を用いる高度な標準的治療等について

適切な医療が提供できるよう、専門性の高い施設と小児がん拠点病院との連

携を進めるとともに、診療実績を公開し、集約化を促進することが必要との

意見があった。 

・  さらに、地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために

は、小児がん患者等を長期にわたり、診療・支援できる体制が不可欠であり、

地域のがん診療連携拠点病院等の成人のがん患者を診療・支援する病院との

連携の強化が必要との意見があった。 

・  これらの議論を踏まえ、小児がん拠点病院の役割として、引き続き、利便

性も考慮して、「質の高い医療及び支援を提供するための一定程度の医療資

源の集約化」を図るとともに、①地域の小児がん診療を行う病院との連携、

②専門性の高いがん種等についての連携や情報の集約化、③小児がん患者等

の長期のフォローアップを目的とし、①から③のそれぞれの類型ごとに、小

児がん連携病院（仮称）を指定し、地域の病院との連携を強化することを明

記すべきである。 

 

 （ⅱ）ＡＹＡ世代のがん患者への対応について 

  ＡＹＡ世代のがん患者については、小児と成人領域の狭間であることか

ら、対応すべき適切な医療機関や診療科が必ずしも一定していないという

指摘があった。 

  また、小児がん拠点病院のみでは、ＡＹＡ世代に対する診療が困難であ

る場合もあり、小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病院等との連携が必

要との意見があった。 

  さらに、ＡＹＡ世代は、年代によって、就学、就労、生殖機能等の状況

が異なり、患者視点での教育、就労、生殖機能の温存等に関する情報提供・

相談体制が必要であるとの意見があった。 
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  ＡＹＡ世代のがん患者は情報提供や相談支援の窓口へのアクセスが困難

であるという指摘があり、特にＡＹＡ世代に関連する情報提供・相談支援

の機能等を集約していくことが必要ではないかという意見があった。 

  こうした議論を踏まえ、思春期のみならず、若年成人も含めたＡＹＡ世

代のがん患者について、次の３点を小児がん拠点病院の役割として明記す

べきである。 

①  小児がんからの移行期医療に対応するため、必要に応じて、対応でき

る医療機関への紹介体制の整備やがん診療連携拠点病院等との連携を進

めること 

②  小児がん拠点病院で診療を受けたＡＹＡ世代発症のがん患者について、

必要に応じて、がん診療連携拠点病院等に紹介するといった連携を進め

ること 

③  ＡＹＡ世代のがん患者の医療提供、就学・就労・生殖機能等にかかる

相談支援を実施する機関との連携を進めること 

 

 

Ⅱ. 小児がん拠点病院の指定要件について 

１ 診療体制 

現行の整備指針のⅡの１について、以下の議論を踏まえ、見直すべきである。 

  

（１）診療機能 

①  集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供 

（ⅰ）思春期と若年成人世代のがん患者について 

・ 現行の整備指針の指定要件では、ＡＹＡ世代のがん患者への対応につ

いての規定はないが、前述のとおり、ＡＹＡ世代のがん患者への対応に

ついて小児がん拠点病院の役割に明記するとともに、指定要件において

も、同様に明記すべきである。 

 

（ⅱ）保険適応外の治療等について 

・ 小児がん拠点病院は、集学的治療及び標準的治療を提供する場である

が、一方で、保険適応外の先進的な治療や研究的な治療を実施する場合

がありうること等を踏まえ、保険適応外の治療法について整備指針で要

件を明記すべきである。 

・ 具体的には、未承認薬の使用や承認薬の適応外使用、新しい術式や機

器の使用等で高度な治療については、その適用の安全性や妥当性、倫理

性について検討するための組織（倫理審査委員会、薬事委員会等）を設

置し、病院として検討及び事後評価を行うこととすべきである。 
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・ また、事前検討の結果承認された保険適応外の治療については、患者

等に対し適切な説明を行い、患者等の同意を得た上で行うこととすべき

である。 

 

（ⅲ）キャンサーボードの機能強化について 

・ 小児がん拠点病院におけるキャンサーボードについて、キャンサーボ

ードに参加する職種の例示や記録等について、必要な見直しを行うべき

である。 

② 化学療法の提供体制 

・ 現行の整備指針のとおりとすべきである。 

 

③ 緩和ケアの提供体制 

・ 現行の整備指針のとおりとすべきである。 

 

④ 病病連携・病診連携の協力体制 

・ 現行の整備指針のとおりとすべきである。 

 

⑤ セカンドオピニオンの提示体制 

・ 現行の整備指針のとおりとすべきである。 

 

（２）診療従事者 

・ 「小児看護やがん看護に関する知識及び技能」だけではなく、「小児が

ん看護に関する知識や技能」を有する看護師を配置していることが望ま

しいとすべきである。 

・ 小児がん拠点病院に配置する診療従事者について、現行の整備指針で

「医療心理に携わる者が望ましい」、「臨床心理士が望ましい」とされて

いる要件については、平成 30 年度から公認心理師の資格制度が開始され

ることを踏まえ「公認心理師が望ましい」と見直すとともに、現行の整

備指針において配置が望ましいとされているチャイルドライフスペシャ

リストについても、その専門性がわかりやすいよう、記載を見直すべき

である。 

    

（３）医療施設 

・ 現行の整備指針のとおりとすべきである。 

 

（４）診療実績 

・ 現行の整備指針で情報提供することとされている事項に加え、小児が

ん連携病院（仮称）の診療実績についても、必要な事項について、わか

りやすく情報提供することとすべきである。 
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・  また、ＡＹＡ世代のがん患者の診療実績についても、必要な事項につ

いて、わかりやすく情報提供することとすべきである。 

・ なお、現行の整備指針において小児がん拠点病院に求められている診

療実績については、新たに小児がん連携病院（仮称）の指定が始まるこ

とも踏まえ、小児がん拠点病院を中心とした診療連携の状況を考慮し、

次回整備指針の改定の際には、見直しを検討すべきである。 

 

（５）その他 

 現行の整備指針のとおりとすべきである。 

 

２ 研修の実施体制 

現行の整備指針のⅡの２について、以下の議論を踏まえ、見直すべきである。 

 

・ 小児がん拠点病院が、現行の整備指針で実施することとされている研

修等は、小児がんの医療従事者の育成という役割も担っていることに留

意し、記載を見直すべきである。 

 

３ 情報の収集提供体制 

現行の整備指針のⅡの３について、以下の議論を踏まえ、見直すべきである。 

 

（１）相談支援センター 

 （ⅰ）相談支援に携わる者の要件について 

  患者からの相談に医療従事者が対応できるように、がん相談支援センタ

ーと医療従事者が協働することを明記すべきである。  

 現在実施されている研修体制に即した記載に修正すべきである。 

  

（ⅱ）相談支援センターの業務 

・  相談支援センターの業務としては、小児がんに関する一般的な情報提

供、療育・発達・教育への支援等の相談支援に加え、ライフステージに

応じた長期的な視点から、就学・就労・生殖医療等への相談対応、他の

医療機関との連携、患者活動に対する支援等の幅広い支援が必要となる。

相談支援センターは、こうした点に十分に留意し、業務に取り組むこと

とすべきである。 

・  現行の整備指針の相談支援センターの業務では、「小児がん患者の発育、

教育及び療養上の相談」と記載されているが、教育の相談に関しては別

項目で記載するとともに、教育機関との連携も明記すべきである。 

・  小児がん患者・経験者及びその家族が、悩みや体験等を共有するため

のサポートグループ活動等に対する支援についても、相談支援センター

の業務として、明記すべきである。 
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・  ＡＹＡ世代のがんに関する相談支援に関し、相談支援センターの業務

として、明記すべきである。 

・  また、ＡＹＡ世代の相談支援の対応に際しては、小児がん経験者も相

談支援の対象者に含まれることに留意するとともに、就労や生殖医療等

の相談支援について、必要に応じて、がん診療連携拠点病院等とも連携

をすることとすべきである。 

 

  （２）院内がん登録 

・ 現行の整備指針について、がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年

法律第 111 号）に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針（平

成 27 年厚生労働省告示第 470 号）に即し、必要な記載の変更を行うべき

である。 

・ 院内がん登録の実務担当者については、小児がん拠点病院として５大

がん以外のがんも取り扱う必要性があることから、国立がん研究センタ

ーが提供する研修において中級認定者の認定を受けた者を配置すること

とすべきである。 

 

 ４ 臨床研究に関すること 

現行の整備指針のⅡの４について、以下の議論を踏まえ、見直すべきである。 

 

・ 現行の整備指針では地域の医療機関と連携し、地域の臨床研究を推進

することとされているが、地域の臨床研究に限定されるものではないこ

ととすべきである。 

・ 特定臨床研究を行う場合は、臨床研究法（平成 29 年法律第 16 号）に

沿って実施する体制を整備することとすべきである。 

・ また、臨床研究、先進医療、治験、患者申出療養に関する説明を行う

こととし、また、必要に応じて、患者を、臨床研究及び調査研究につい

て、専門的な施設へつなぐ体制を整備することとすべきである。 

 

 ５ 患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備   

現行の整備指針のとおりとする。 

 

 ６ 医療安全体制の確保（新設） 

   現行の整備指針のⅡに、「６ 医療安全体制の確保」を要件として新設し、

以下の議論を踏まえた内容を盛り込むべきである。 

 

・ 医療安全体制として、組織上明確な医療安全管理部門を設置し、医療

安全管理者として、常勤の医師、薬剤師及び看護師を配置することとす

べきである。 
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・ その際、薬剤師については専任、看護師については専従を求めること

とすべきである。 

・ 医療安全管理者について、院内の医療安全に関し把握及び指示を行う

責任者である旨を明記すべきである。 

・ 医療安全管理者について、医療安全に関する研修の受講を求めること

とすべきである。 

・ 医療安全に関する窓口を設置することとすべきである。 

 

 

Ⅲ．小児がん中央機関の指定について 

現行の整備指針のとおりとすべきである。 

 

Ⅳ. 小児がん連携病院（仮称）について（新設） 

現行の整備指針について、以下の議論を踏まえた内容を盛り込むべきである。 

 

（ⅰ）小児がん連携病院（仮称）の満たすべき要件について 

・ 小児がん拠点病院は、引き続き、利便性も考慮して、「質の高い医療及

び支援を提供するための一定程度の医療資源の集約化」を図るとともに、

①地域の小児がん診療を行う病院との連携、②専門性の高いがん種等に

ついての連携や情報の集約化、③小児がん患者等の長期のフォローアッ

プを目的として、①から③のそれぞれの類型ごとに、小児がん連携病院

（仮称）を指定することとすべきである。その際、小児がん連携病院（仮

称）については、小児がん拠点病院又はがん診療連携拠点病院等の整備

指針に規定する要件等を参考にしつつ、現行の整備指針のⅡ１（１）④

に定める協力体制やⅣ２（２）に定める現況報告書の提出等最低限満た

すべき要件を定めることとすべきである。 

 

（ⅱ）小児がん連携病院（仮称）の指定等の手続きについて 

・ 小児がん連携病院（仮称）の候補となる医療機関は、最低限満たすべ

き要件を満たしていることを確認のうえ、連携する拠点病院に申請する

こととすべきである。 

・ 小児がん拠点病院が小児がん連携病院（仮称）の指定を行う際には、「小

児がん医療・支援に係る計画書について」（平成 25 年３月４日付け健が

発 0304 第１号厚生労働省健康局がん・健康増進課長通知）の別添「小児

がん医療・支援に係る計画書の策定について」に基づき、地域ブロック

ごとに設置された「小児がん医療提供体制協議会（仮称）」の意見をあら

かじめ聴取した上で、指定を行うこととすべきである。なお、現行の通

知では、当該協議会には、都道府県の参画が必須になっていないが、地

域のがん医療提供体制の整備を行う都道府県との連携を図る観点から、
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当該協議会には、都道府県の参画を求めることとすべきであり、また、

診療に関する学識経験者の団体の参画を求めることが望ましいとすべき

である。 

・ 小児がん拠点病院は、小児がん連携病院（仮称）を指定した場合には、

速やかに厚生労働省及び小児がん中央機関に報告することとすべきであ

る。 

 

Ⅴ．指定・指定の更新の申請手続等、指針の見直し及び施行期日について 

現行の整備指針のⅣについて、がん診療連携拠点病院等の整備指針における記

載等も踏まえ、必要に応じて手続の見直しを行うべきである。 

 
  



11 
 

 

  

 

「小児・ＡＹＡ世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会」開催要綱 

 

１． 趣旨 

 がんは、小児、ＡＹＡ（Adolescent and Young Adult, 思春期及び若年成人）

世代の病気による主な死因の１つであり、多様ながん種が含まれる。このため、

第３期がん対策推進基本計画では、小児・ＡＹＡ世代のがんは、成長発達の過

程においても、乳幼児期から活動性の高い若年成人期に至る成長に伴って特徴

も変化していくライフステージで発症することから、成人のがんを基本としつ

つ、特徴に応じた対策が求められている。 

本検討会では、小児・ＡＹＡ世代のがん患者とその家族が安心して適切な医

療や支援を受けられるような環境の整備を目指し、小児がん拠点病院のあり方

や、がん診療連携拠点病院等との連携を含めた医療や支援のあり方と具体策に

ついて検討する。 

 

２． 検討事項 

（１）小児・ＡＹＡ世代のがん医療・支援のあり方について 

（２）小児がん拠点病院のあり方について 

（３）がん診療連携拠点病院等との連携について 

 

３． その他 

（１）本検討会は厚生労働省健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には、構成員の互選により座長をおき、検討会を統括する。 

（３）本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼する

ことができるものとする。 

（４）本検討会は、原則として公開とする。 

（５）本検討会の庶務は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課が行う。 

（６）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健

康局長と協議の上、定める。 

  

別紙１ 
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小児・ＡＹＡ世代のがん医療・支援のあり方に関する検討会構成員名簿 

 

 

 石田 智美  聖路加国際病院こども医療支援室 

チャイルド・ライフ・スペシャリスト 

 

小俣 智子  武蔵野大学人間科学部社会福祉学科 准教授 

 

上別府 圭子 東京大学大学院医学系研究科 家族看護学分野 教授 

 

笹井 敬子  東京都福祉保健局 技監 

 

越永 従道  日本大学医学部外科学系 小児外科学分野 教授 

 

西川 亮  埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科 教授 

 

檜山 英三  国立大学法人広島大学自然科学研究支援開発センター  

教授 

 

○堀部 敬三  独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター  

臨床研究センター長 

 

松本 公一  国立研究開発法人国立成育医療研究センター  

小児がんセンター長 

 

道永 麻里  公益社団法人日本医師会 常任理事 

 

山下 公輔  公益財団法人がんの子どもを守る会 理事長 

 

○･･･座長 

 

（五十音順・敬称略） 

 

※平成 29 年 12 月１日時点 

 

別紙２ 


